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令和７年度新たな都心空間調査特別委員会行政視察結果報告書 

 

１　調査期間　　　　令和７年11月17日（月）～19日（水）（３日間） 

 

２　調査都市　　　　岐阜県、金沢市 

 

３　視察参加者　　　委 員 長　　中　村　たけし（民主市民連合） 

　　　　　　　　　　副委員長　　小須田　大　拓（自由民主党） 

　　　　　　　　　　委　　員　　三　上　洋　右（自由民主党） 

　　　　　　　　　　委　　員　　こんどう和　雄（自由民主党） 

                    委　　員　　北　村　光一郎（自由民主党） 

　　　　　　　　　　委　　員　　川　田ただひさ（自由民主党）  

                    委　　員　　たけのうち有美（民主市民連合） 

                    委　　員　　水　上　美　華（民主市民連合） 

                    委　　員　　福　田　浩太郎（公明党） 

                    委　　員　　田　中　啓　介（日本共産党） 

                    委　　員　　坂　元みちたか（坂元・荒井） 

　　　　　　　　　　　　 　　　（随行書記　中野　航遥、中村　勇太） 

 

４　調査項目 

　(1） 庁舎建て替えについて 

　(2)　都心のまちづくりについて 

 



 



新たな都心空間調査特別委員会 

 

岐　阜　県 
【庁舎建て替えについて】 
 

１　岐阜県庁新庁舎について 

　⑴ 新庁舎の概要 

　　所在地：岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番 

　　敷地面積：158,561㎡ 

　　構　　造：行政棟と議会棟の２棟構造 

　　 

 

 

 

 

 

 

　 

　⑵ 本庁舎等整備の経緯 

　 

 

　　 

 

 

 

　　 

 

 

 

　　岐阜県旧本庁舎は、昭和41年（1966年）に竣工したもので、築50年と設備の老朽化が進んでい

　たのみならず、災害対策活動の中枢拠点として必要とされる耐震性能を満たしていないこと 

　から、大規模地震が発生した際の行政機能・議会機能が喪失し、県民の生活再建や復興が遅れる

　可能性、旧本庁舎については天井崩壊のリスクもあった。 

　　また、執務室内は狭隘化し、県民に親しまれる空間の確保に難航。 

　　庁舎の至る修繕には、年１～２億円を要する試算であった。 

　　これらのことから、平成26年度に設置された検討委員会から議論が

進み、現庁舎敷地での建替えを決定。平成28年度には基本計画を策

定。平成29年度からは基本・実施設計を行い、令和元年度に工事着

工、令和４年９月に竣工した。 

　⑶ 設計コンセプト 
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新たな都心空間調査特別委員会 

岐　阜　県 
　⑷ 基本方針 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　⑸ 庁舎の主な機能 
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新たな都心空間調査特別委員会 

岐　阜　県 
 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (6) 施設調査 

　　 説明聴取の後、施設内の視察を行った。 
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新たな都心空間調査特別委員会 

 

金　沢　市 
【都心のまちづくりについて】 

１　金沢市中心市街地都市機能向上計画について 

　(1)策定の目的 

　　　北陸新幹線の開業効果を継続的なものとし

　　ていくために、中心市街地における商業、業

　　務、居住、観光や交通アクセス、回遊性など

　　の都市機能を強化するまちづくり計画。 

　　　概ね２０年間先を見据え、市民と行政が、

　　将来の中心商業地のあるべき姿を共有し、 

　　効果的で効率的な実現策の展開を推進してい

　　くもの 

　(2)対象地域 

　　 金沢駅東口から、東に向かって形成される

　　都心軸のうち、「武蔵エリア」「片町・香林

　　坊・広坂エリア」を、中心商業拠点として位

　　置づけ。 

  (3)都市機能向上のコンセプト 

　　  

　　都心部の賑わいは、来街者（市民・観光客　 

　等）により創出される　という考えのもと、賑

　わいコアストリートという誰でも楽しく回遊　できる空間を基本と

　し、ゾーニングを行っている。 

＜重点エリアの主要構成要素＞ 

●賑わいコアストリート：来街者が楽しめる中心商店街の核となるス

　　　　　　　　　　　　トリート 

●賑わいアクセスロード：周辺の主要観光地や外縁の駐車場から賑わ

　　　　　　　　　　　　いコアストリートに円滑にアクセスできる

　　　　　　　　　　　　街路 

●改善・更新検討ゾーン：安全性向上の観点から賑わい創出に向け 

　　　　　　　　　　　　改善・更新を検討するゾーン 

●保全・活用ゾーン：既存の良好な環境の保全・活用を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コアストリートとアクセスロードに指定　　　　　老朽化したビル、駐車場、歩行者空間の最整備 
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新たな都心空間調査特別委員会 

金　沢　市 
　(4)基本方針 

　　都市機能向上に向けた５本柱を策定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　都市再生特別地区の運用について 

　(1)　運用指針について 

　　令和７年７月、内閣府から「都市再生緊急整備地域」に指定。 

　　金沢市はこれまで戦災を受けていない都市であり、街の造りも　

半世紀から道の形が変わっていない。 

　　歴史文化というものが色濃く残っている状況で、日本初の「伝　

統的環境保存条例」を作成し、市が街をある程度コントロールして 

きたという経緯がある。 

　　この度の「特別地区」指定があり、最開発促進と景観保全のバ　

ランスを整えるために運用指針を定め、街の文化・歴史背景という 

ものを阻害せずに街の魅力・活性を高めていくことを目指す。 

　(2)指定地域 

　　金沢駅東地域（金沢駅東口周辺から武蔵ヶ辻～香林坊～片町）の都心軸 

　(3)整備方針 
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新たな都心空間調査特別委員会 

金　沢　市 
３　エリアマネジメントについて 

　(1)　リノベーションまちづくり活動支援事業 

　　　中心商業地のに祝い創出を持続的なものにしていくため、市街地再開発事業だけではなく、　

　エリアとしての価値を高めていくために発足した事業。 

　　　遊休化した不動産や公共空間等、潜在的にある地域の資源を、新しい使い方で積極的に利活　

　用することにより、まちに変化を生み出していくことを目指す。 

　(2)　対象エリア 
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